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志免町農業委員会議事録 
1 開催日時 令和 6 年 9 月 10 日（火）13 時 30 分から 
2 開催場所 志免町役場 第 2 会議室 
3 出席委員（13 名） 1 番：鬼塚大輔 

2 番：野中光春 
3 番：世利秀剛 
4 番：世利壽 
5 番：藤利之 
6 番：内山 久枝 
7 番：吉原 正治 
8 番：稲永雅俊 
9 番：内山美紀 
11 番：山内昭広 
12 番：野中祥秋 
13 番：原信彦 
14 番：南里雅章 

4 欠席委員（0 名）  
5 議事録署名委員 5 番：藤 利之 11 番：山内昭広 
6 内容 報告第 11 号 農地法第 5 条の規定による届出について 

報告第 12 号 農地法第 4 条の規定による届出について 
第 8 号議案 農地法第 3 条の規定による許可申請について 
第 9 号議案 農地法第 3 条の規定による許可申請について 
第 10 号議案 農業経営基盤強化促進法の規定による農用地利用集

積計画の決定について 
7 会議の概要 
事務局 ただ今から、令和 6 年 9 月の定例志免町農業委員会を開会いたし

ます。ご起立ください。礼。よろしくお願いします。ご着席くださ

い。 
本日は 13 名全員出席となっております。 
それでは志免町農業委員会会議規則により議長は会長が務める

こととなっておりますので、以降の議事進行につきましては会長お

願いいたします。 
会長 それでは会議規則に基づき議事録署名委員の指名を行います。 

 5 番：藤利之委員 11 番：山内昭広委員にお願いいたします。次に

届出の報告、報告第 11 号について事務局より説明お願いいたしま

す。 
事務局 報告第 11 号について説明させていただきます。農地法第 5 条の
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規定による届出について説明いたします。 
～報告第 11 号について説明～ 
以上で説明を終わります。会長お願いします。 

会長 この案件につきまして意見質問がある委員は挙手をもってお願

いします。 
 ～全員なし～ 
会長 私からいいですか。浸透桝って何ですか。 
事務局 そこに水を集まるようにして、そこから土の中に水を逃がす桝の

ことです。 
会長 他に質問はありませんか。 
 ～全員なし～ 
会長 無いようですので、11 号の報告を終わります。続きまして報告 12

号について事務局より説明をお願いします。 
事務局 報告第 12 号 農地法第 4 条の規定による届出について説明いた

します。 
～報告第 12 号について説明～ 
以上で説明を終わります。会長お願いします。 

会長 この案件につきまして意見質問がある委員は挙手をもってお願

いします。 
 ～全員なし～ 
会長 私からいいですか。この駐車場になっているところの右も左も同

じ所有者ですか。 
事務局 はい。同じです。 
会長 ブロックはなぜそこにあったの。 
野中光春委員 もともと畑と宅地が入り組んだ状態になってたんですけど。奥に

借家があったので、ブロックが残ってます。今回駐車場にする部分

が畑に被るので、その分だけ分筆して転用を行っています。 
会長 ありがとうございます。他に質問はありませんか。 
 ～全員なし～ 
会長 無いようでしたら報告第 12 号は追認されました。では第 8 号議

案について事務局より説明してもらいます。 
事務局 第 8 号議案農地法第 3 条の規定による許可申請について説明いた

します。 
～稲永雅俊委員退出～ 
～第 8 号議案について説明～ 
以上で説明を終わります。会長お願いします。 

会長 意見質問のある委員は挙手をもってお願いいたします。お孫さん

にあげるということですね。 
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質問等ありませんか。 
 ～全員なし～ 
会長 無いようですので採決に移ります。第 8 号議案に賛成の方は挙手を

お願いします。 
 ～全員賛成～ 
会長 ありがとうございます。全員賛成により第 8 号議案は原案のとおり

決定となりました。 
～稲永雅俊委員入室～ 
続きまして第 9 号議案を事務局よりお願いいたします。 

事務局 はい。では第 9 号議案農地法 3 条の規定による許可申請について

説明いたします。 
～第 9 号議案について説明～ 
以上で説明を終わります。会長お願いします。 

会長 この内容について意見質問のある委員は挙手をもってお願いい

たします。 
 ～全員なし～ 
会長 無いようですので採決に移ります。第 9 号議案に賛成の方は挙手

をお願いします。 
 ～全員挙手～ 
会長 全員賛成により第 9 号議案は原案のとおり決定となりました。続

きまして第10号議案について事務局より説明をお願いいたします。 
事務局 はい。では第 10 号議案農業経営基盤促進法の規定による農用地

利用集積計画の決定について説明いたします。 
～第 10 号議案について説明～ 
以上で説明を終わります。会長お願いします。 

会長 意見質問のある委員は挙手をもってお願いします。 
原信彦委員 要するに個人が自分の会社に貸し付けるってことやろ 
事務局 そうです。 
南里雅章委員 この会社は従業員は何人いらっしゃるんですか。 
事務局 従業員数は把握していません。 
南里雅章委員 結局この会社を譲渡した場合に利用権設定が別に飛ぶってこと

も考えられるんで。 
事務局 会社に貸しても、そこが変わっても問題ないと判断しています。

転用ではなく、あくまで利用権設定ですので。 
会長 他に質問ありませんか。 
 ～全員なし～ 
会長 無ければ採決に移りたいと思います。第 10 号議案に賛成の方は

挙手をお願いします。 
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 ～全員挙手～ 
会長  全員賛成により第 10 号議案は原案のとおり決定となりました。

続きまして、その他何かございますでしょうか。 
 ～全員なし～ 
副会長 ご起立お願いします。本日の 9 月定例会議は閉会したいと思いま

す。お疲れ様でした。 
 
 
 
 
 会   長                      

 
 議事録署名委員    番               

 
 議事録署名委員    番               


